
 

令和７年度 第２回守山市地域ケア推進会議次第 

 

                     日時：令和８年２月５日（木） 

   午後２時から３時 30 分まで 

                     場所：守山市役所３階 33・34 会議室 

                          

 

１ 開会       

 

 

２ 守山市地域ケア個別会議からみえてきた地域課題について 

 (1)第２回地域ケア個別会議の開催結果について 

・高齢者の居住に関する課題について 資料１ 参考資料１ 

 

 

 (2)第３回地域ケア個別会議の開催結果について 

・高齢者支援終結後の家族支援について 資料２ 参考資料２ 

 

 

  

３ 議論テーマ  資料３ 

 支援を途切れさせないための地域での見守りについて 

(1)些細な変化に気づくためのポイントはなにか 

 

(2)地域での見守りを継続するために必要なことはなにか 



令和８年１月現在
（敬称略）

区　　分 団　　体　　名（所属） 氏名

守山市自治連合会 奥村　融

守山市民生委員児童委員協議会 大谷　加代子

一般社団法人　守山野洲医師会 福田　正悟

一般社団法人　草津栗東守山野洲歯科医師会守山地区 門田　紀

守山野洲薬剤師会 中島　玲子

公益社団法人　認知症の人と家族の会滋賀県支部 今江　栄子

守山市老人クラブ連合会 成瀬　和子

守山商工会議所 田中　ひろ子

滋賀県南部介護サービス事業者協議会 吉村　明浩

滋賀県南部介護サービス事業者協議会　認知症支援実践者 今井　直子

滋賀県人権擁護委員連合会 西本　麗子

滋賀県南部健康福祉事務所 真渓　宏

守山警察署 坂口　哲平

湖南広域消防局　北消防署 内田　浩康

３号委員
（関係行政機関の職員)

守山市地域ケア推進会議委員名簿

1号委員
（学識経験を有する者）

４号委員
（認知症専門医）

一般社団法人　守山野洲医師会 藤本　直規

２号委員
（関係団体を代表する

者）



所属 氏名

守山市健康福祉部　理事 沖田　昌子

守山市健康福祉部　次長 川上　かよ子

守山市健康福祉部長寿政策課　課長 竹村　千穂

守山市健康福祉部長寿政策課　係長 青木　雅彦

守山市健康福祉部長寿政策課　係長 中井　かおり

守山市健康福祉部長寿政策課　主任保健師 竹村　優花

守山市健康福祉部地域包括支援センター　所長 今野　裕美

守山市健康福祉部地域包括支援センター　係長 大木　あかね

守山市健康福祉部地域包括支援センター　主任介護支援専門員 林　佳子

守山市健康福祉部介護保険課　課長 堀江　泰行

守山市社会福祉協議会　生活支援コーディネーター 内藤　友哉

守山市南部地区地域包括支援センター　所長 渕田　麻里子

守山市中部地区地域包括支援センター　所長 山口　勉

守山市北部地区地域包括支援センター　所長 大西　博

事務局

関係課

関係機関









参照：厚生労働省

▼守山市の高齢者に対する支援体制

高
齢
者

相談

関係課を交えて事例について検討
※各分野にまたがる事例はそれぞれの担当課と情報共有し、
庁内一体となって支援を検討する

庁
内
連
携

地域包括支援センター
⾧寿政策課
介護保険課 等

相
談
受
付

関係課と役割分担の上、支援実施
※必要時、外部支援団体等の関係機関と連携

支
援
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○守山市地域ケア推進会議設置要綱 

平成26年4月1日 

守山市告示第95号 

改正 平成27年4月1日守山市告示第141号 

平成30年4月1日守山市告示第158号 

令和２年4月1日守山市告示第159号 

令和６年４月１日守山市告示第139号 

(設置) 

第１条 市長は、いつまでも高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

高齢者への医療、介護、予防その他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課

題(以下「地域課題」という。)の検討ならびに政策の立案および提言を行うため、守山

市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務について審議する。 

(1) 地域での生活を支える環境整備に関すること。 

(2) 地域包括支援ネットワークのための政策形成に関すること。 

(3) 認知症初期集中支援チームの設置および活動状況についての検討、合意形成に関す

ること。 

(4) その他市長が必要と認めること。 

(委員) 

第３条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は17人以内とし、次に掲げるもののうち

から市長が委嘱し、または任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体を代表する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 認知症専門医 

(5) 認知症初期集中支援チーム員 

(6) その他市長が必要と認める者 

(任期) 

第４条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
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(会長) 

第５条 推進会議に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総括し、会議を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。 

(会議) 

第６条 推進会議は、会長が招集し、これを主宰する。 

２ 推進会議の運営について必要な事項は、会長がその都度推進会議に諮って定める。 

３ 推進会議は、公開とする。ただし、推進会議の内容により、会長は委員の同意を得て、

非公開とすることができる。 

(守秘義務) 

第７条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、ま

た同様とする。 

(意見の聴取) 

第８条 推進会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席

を求め、意見を聴くことができる。 

(報償) 

第９条 委員が推進会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。 

２ 推進会議の求めに応じ、推進会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより

報償金を支払う。 

３ 前2項の規定にかかわらず、公務で推進会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に

対しては、報償金は支払わない。 

(市の情報提供) 

第10条 市は、推進会議がその任務を遂行するために、推進会議に必要な情報を提供しな

ければならない。ただし、当該情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7

条または第8条の規定に該当するものである場合には、この限りではない。 

(事務局) 

第11条 推進会議の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。 

付 則 

１ この告示は、平成26年4月1日から施行する。 

２ 守山市高齢者まちづくりネットワーク会議設置要綱(平成20年告示第107号)は、廃止す

る。 
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付 則 

１ この告示は、平成27年4月1日から施行する。 

２ 平成27年度に任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31

日までとする。 

付 則 

この告示は、平成30年4月1日から施行する。 

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

  付 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 


